
　　　工事請負契約変更状況（12月分）

請負金額 予定価格 最低制限価格 請負金額 増減額 増減率 理由 回数 契約締結日

126092 道路建設課
神子田町歩行者専用道路築造
その８工事

10,260,000 11,065,680 9,437,040 10,422,000 162,000 1.6% （4） 1 H26.12.1 (株)熊坂建設

526032 水道建設課
加賀野一丁目外地内配水管布
設替工事

28,080,000 28,208,520 24,624,000 27,752,760 -327,240 -1.2% (4)，(6） 1 H26.12.2 （株）丸茂建設

526095 水道建設課
玉山区芋田字上芋田地内配水
管布設その１工事

6,156,000 6,575,040 - 6,275,880 119,880 1.9% （4） 1 H26.12.2 昭栄建設（株）

126060 道路建設課
梨木町上米内線（Ⅱ工区）舗装
工事

18,900,000 19,037,160 16,244,280 24,194,160 5,294,160 28.0% （4） 3 H26.12.3 盛岡舗道（株）

126043 歴史文化課
志波城古代公園案内所建設（建
築主体）工事その４

71,820,000 75,617,280 68,055,120 72,538,200 718,200 1.0% (4) 1 H26.12.3
(株)菅七工務
店

126179 玉山・建設課
盛岡西部地区広域農道法面復
旧工事

7,452,000 7,482,240 6,367,680 7,412,040 -39,960 -0.5% （4） 1 H26.12.3 （有）黒澤建設

126058 教委総務課
盛岡市立津志田小学校校舎・配
膳室建設（電気設備）工事

11,288,160 12,556,080 11,088,360 11,640,240 352,080 3.1%
(4)，

(6)，(7)
1 H26.12.4 舘沢電気(株)

126029 道路建設課 市道舟田西枝線道路改良工事 36,720,000 37,109,880 32,096,520 39,902,760 3,182,760 8.7%
(4)，

(6)，(7)
1 H26.12.4

(株)浅沼工務
店

126066 教委総務課
盛岡市立津志田小学校校舎・配
膳室建設（機械設備）工事

20,412,000 22,634,640 2,002,080 22,668,120 2,256,120 11.1% (4)，(6) 1 H26.12.5
(有)オザワ工
業

125059 歴史文化課
志波城古代公園案内所建設（電
気設備）工事

9,101,400 9,981,300 8,858,850 10,781,880 1,680,480 18.5% (4)，(9) 4 H26.12.5
(株)北信電業
社

126123 玉山・建設課 市道門前寺線外側溝改修工事 22,140,000 23,380,920 20,052,360 23,312,880 1,172,880 5.3% （4） 1 H26.12.5 (株)熊坂建設

526007 水道建設課
西見前11地割地内配水管布設
その１工事

25,920,000 27,105,840 23,550,480 26,414,640 494,640 1.9% （4） 1 H26.12.9 （有）光明園

526026 下水道整備課 城西排水区外函渠更生工事 48,492,000 55,884,600 48,310,560 50,887,440 2,395,440 4.9% (4) 1 H26.12.5 三陸土建（株）

126135 市立高校
盛岡市立高等学校第一体育館
耐震補強工事その３

8,208,000 8,266,320 － 7,986,600 -221,400 -2.7% （4） 1 H26.12.9
東北化学工業
(株)

125306 河川課
玉山区芋田地内排水路設置工
事

13,419,000 13,946,100 11,972,100 13,711,680 292,680 2.2% （4） 3 H26.12.9 （株）太子建設

126200 建築住宅課
市営前九年アパート１号館大規
模計画改修工事

15,120,000 15,594,120 13,941,720 18,963,720 3,843,720 25.4% （4） 1 H26.12.9 (有)ミタケ

126097 管財課
平成26年度本庁舎配管改修等
（設備）工事

66,096,000 67,919,040 60,799,680 69,100,560 3,004,560 4.5% (4)，(7) 1 H26.12.17 (株)トライス

126207 管財課
平成26年度本庁舎配管改修等
（建築）工事その２

20,412,000 21,536,280 － 22,494,240 2,082,240 10.2% (4)，(7) 1 H26.12.17
(株)熊谷工務
店
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125346 道路建設課
市道みたけ４号線歩道新設外工
事

40,500,000 42,166,440 36,468,360 47,531,880 7,031,880 17.4% （4） 2 H26.12.11 (有)宮田屋

125345 道路建設課
市道桝沢橋線歩道新設その２工
事

32,400,000 34,307,280 29,656,800 41,337,000 8,937,000 27.6% (4)，(9) 2 H26.12.11 (有)大高建設

126073 市街地整備課 市道東側２号線道路改良工事 8,046,000 8,530,920 7,281,360 8,623,800 577,800 7.2% （4） 2 H26.12.12 （有）高龍建設

126128
スポーツ推進
課

太田テニスコート人工芝改修（そ
の１，その２）工事

121,608,000 137,365,200 120,549,600 122,119,920 511,920 0.4% (4)，(7) 1 H26.12.16 鹿島道路(株）

126195 道路管理課
市道南青山町11号線側溝整備
その１工事

5,778,000 5,991,840 5,095,440 5,806,080 28,080 0.5% （4） 1 H26.12.16 （株）熊坂建設

126155 盛岡南整備課
盛岡南新都市地区案内標識設
置工事

8,604,360 10,011,600 8,584,920 8,652,960 48,600 0.6% (4)，（6） 1 H26.12.22 協積産業（株）

526039 下水道整備課 高松池排水区函渠更生工事 108,000,000 124,652,520 107,654,400 111,970,000 3,970,000 3.7% (4)，（6） 1 H26.12.18 菱和建設（株）

526080 浄水課
米内浄水場緩速ろ過池低濁度
計自動洗浄用給水引込工事

2,430,000 2,538,000 2,195,640 2,442,960 12,960 0.5% (4) 1 H26.12.19 (株)山與

526039 下水道整備課 高松池排水区函渠更生工事 108,000,000 124,652,520 107,654,400 111,970,080 3,970,080 3.7% (4)，（6） 1 H26.12.18 菱和建設（株）

526001 水道建設課
中央通三丁目外地内配水管布
設替工事

70,740,000 71,272,440 62,546,040 70,978,680 238,680 0.3% (4)，(6) 1 H26.12.25 （株）都南建設

126061 道路建設課 市道谷地頭線舗装工事 35,100,000 37,335,600 32,235,840 34,500,600 -599,400 -1.7% （4） 2 H26.12.22 三陸土建（株）

526102 水道建設課
上田三丁目地内配水管布設工
事

4,158,000 4,456,080 3,834,000 3,931,200 -226,800 -5.5% (4)，(6) 1 H26.12.25
J・ウォーター
（株）

126199 中央公民館
盛岡市中央公民館防水改修工
事

15,224,760 15,461,280 13,750,560 14,420,160 -804,600 -5.3% （4） 1 H26.12.22
マルエス工業
（株）

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第３による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。


